
災
害
時
要
援
護
者
調
査
を 

実
施
し
ま
す 

シ
ル
バ
ー
大
学
校
・
南
校 

第
３０
回
学
校
祭 

自
動
車
事
故
被
害
者
へ
の 

援
護
制
度
の
ご
案
内 

身
体
障
が
い
者
巡
回
相
談
の 

実
施
に
つ
い
て 

   

　
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
害

を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
に
は
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
必
要
な
情
報

を
迅
速
、
的
確
に
把
握
し
、
的
確

な
行
動
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
高
齢
者
や
障

が
い
の
あ
る
方
等
、
ハ
ン
デ
ィ
を

負
っ
た
方
に
は
、
災
害
時
の
行
動

に
援
護
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

　
市
で
は
、
災
害
時
に
要
援
護
者

の
生
命
や
身
体
を
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
援
護
を
必
要
と

す
る
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方

等
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
民

生
委
員
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
次

の
と
お
り
実
態
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
に
つ
い
て
は
、

本
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ

い
た
う
え
で
、
調
査
に
ご
協
力
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

●
調
査
対
象
者 

①
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
高
齢

者
世
帯
及
び
高
齢
者
の
み
世
帯

の
方 

②
１
・
２
級
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方 

③
Ａ
・
Ａ
１
・
Ａ
２
の
療
育
手
帳

を
お
持
ち
の
方 

④
１
級
の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
を
お
持
ち
の
方 

⑤
特
定
疾
患
患
者
福
祉
手
当
を
受 

　
給
さ
れ
て
い
る
方 

 

※
今
回
か
ら
対
象
が
拡
大
さ
れ
ま 

し
た
。 

●
調
査
方
法 

　
高
齢
者
に
つ
い
て
は
地
区
担
当

の
民
生
委
員
が
直
接
伺
い
ま
す
。 

　
高
齢
者
以
外
に
つ
い
て
は
、
前

回
の
実
態
調
査
時
に
同
意
を
い
た

だ
い
て
い
る
方
に
は
民
生
委
員
が

訪
問
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
対

象
者
の
方
に
は
調
査
用
紙
が
郵
送

さ
れ
ま
す
。 

●
調
査
実
施
時
期 

　
7
月
中
旬
〜
8
月
末
頃 

●
問
い
合
わ
せ
先 

　
社
会
福
祉
課
☎（
52
）1
1
1
2
 

　
高
齢
福
祉
課
☎（
52
）1
1
1
5
 

    

　
と
ち
ぎ
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
の
巡
回
相
談
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
補
装
具
の
適
合
判
定
や

身
体
障
害
者
手
帳
申
請
の
た
め
の

診
断
書
作
成
、
そ
の
他
相
談
等
を

お
受
け
し
ま
す
。 

　
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に

電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

●
対
象
者 

・
肢
体
に
障
が
い
の
あ
る
方 

・
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
方 

●
日
　
時 

　
7
月
30
日（
木
）
午
後
2
時
〜 

●
場
　
所
　
ゆ
う
ゆ
う
館 

  

●
内
　
容 

①
補
装
具
等
に
関
す
る
相
談
及
び

処
方
並
び
に
適
合
判
定 

②
医
学
的
な
相
談
及
び
判
定 

③
そ
の
他
生
活
全
般
に
係
る
相
談 

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

　
社
会
福
祉
課
☎（
52
）1
1
1
2
 

  

  

演
芸
会 

●
日
　
時
　
8
月
1
日（
土
） 

　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時 

●
会
　
場
　 

　
栃
木
市
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル 

（
栃
木
市
旭
町
12
―

16
） 

●
内
　
容
　
ク
ラ
ブ
活
動
の
成
果

を
中
心
に
し
た
演
芸
、
演
舞
を
披

露
し
ま
す
。 

学
校
祭 

●
日
　
時
　
8
月
8
日（
土
） 

　
午
前
10
〜
午
後
2
時 

●
会
　
場
　 

　
栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
・
南
校 

　（
栃
木
市
神
田
町
9
―

40
） 

●
内
　
容
　
昔
の
お
も
ち
ゃ
作
り
、

昔
あ
そ
び
、
な
ど
を
体
験
で
き
る

「
体
験
ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー
」
や
「
模

擬
店
コ
ー
ナ
ー
」「
チ
ャ
リ
テ
ィ

ー
バ
ザ
ー
」「
作
品
展
示
コ
ー
ナ

ー
」
な
ど
を
運
営
、
実
施
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
南
校 

　
☎
0
2
8
2
―

2
2
―

5
3
2
5

　 
 

   

▼
育
成
資
金
貸
付
制
度（
無
利
子
） 

●
対
象
者
　
保
護
者
が
、
自
動
車

事
故
の
た
め
亡
く
な
っ
た
り
重
度

後
遺
障
害
者
に
な
っ
た
り
し
た
、

中
学
校
卒
業
ま
で
の
お
子
さ
ん 

●
貸
付
金 

・
一
時
金
　
1
5
5,
0
0
0
円 

・
月
　
額
　
　
2
0,
0
0
0
円 

・
小
中
学
校
入
学
時
支
度
金
　
　

　
　
　
　
　
　
4
4,
0
0
0
円 

●
返
還
方
法 

　
割
賦
に
よ
る
無
理
の
な
い
20
年

以
内
の
均
等
払
い
。
な
お
、
進
学

し
た
場
合
在
学
期
間
中
は
返
還
猶

予
可
能 

▼
介
護
料
支
給 

●
対
象
者 

　
自
動
車
事
故
に
よ
り
、
脳
、
脊

髄
、
ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
損
傷
し
、

後
遺
障
害
の
程
度
が
次
に
該
当
（
相

当
）
す
る
方 

・
常
時
要
介
護
の
方 

　（
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
） 

　
月
額
　
5
8,
5
7
0
円
〜 

　
　
　
　
　
1
3
6,
8
8
0
円 

・
随
時
要
介
護
の
方 

　
月
額
 
2
9,
2
9
0
円
〜 

　
　
　
　
　
　
5
4,
0
0
0
円 

●
問
い
合
わ
せ
先 

　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対

　
策
機
構
栃
木
支
所 

　
☎
0
2
8
―

6
2
2
―

9
0
0
1 


